
自転車指導啓発重点路線（ひたちなか警察署） 令和４年５月

①②の路線で、よく見られる自転車利用者の違反形態

➢ 歩道での並進走行

➢ 歩道での歩行者妨害

➢ 携帯電話利用走行

「ひたちなか警察署からのワンポイントアドバイス」

１ 並進走行の禁止

２ 歩道は、歩行者優先

自転車が通行できる歩道でも、車道寄りをすぐに止まれるスピードで走行し、

歩行者が立ち止まったり、避けなければならない時は、一時停止をしましょう。

３ 携帯電話利用走行の禁止

① 県道那珂湊那珂線

市毛交差点～本町交差点

➢選定理由

・周辺に学校及び企業が複数あり、通勤通学時間帯を中心に

歩行者・自転車の通行量が多く交通事故の危険性が高い状況

にある。

② 市道（通称：昭和通り）

勝田駅東口～中根上野交差点

➢選定理由

・周辺に学校が複数あり、通勤通学時間帯を中心に歩行者・

自転車の通行量が多く交通事故の危険性が高い状況にある。

重点路線

自転車関連事故 223 24

ひたちなか警察署管内

自転車関連事故発生状況（R1～R3合計）

区　分


